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平成26年3月20日

医学部（医科大学）設置による地域への波及効果について

l. 目的

O福島県内に医学部誘致が実現した場合を想定じ、福島県にどのような効果がもたらさ

れるかを想定 ・試算するとともに、実現に向けた対策を整理

2.前提条件

。福島県郡山市に654床、学生入学定員100名（収容定員600名）の医学部が設置された場

合を想定

O既存医療機関等を有効活用（粒子線治療施設等の追加投資は想定しない）

3.検討結果

( 1 ）経済的効果

①福島県における人口増加（※同一世帯人員を含む）

. 7, 194人増加（教職員※ ：565人、学生： 540人、雇用増加※： 5,989人）

②経済波及効果（福島県）

・建設時 ：約176億円（直接効果：約128億円、波及効果：約48億円）

・運営時 ：約297億円（直接効果：約245億円、波及効果：約52億円）

(2）社会的 ・文化的効果

①医学部設置に共通する効果

・医療人材供給による福島県における医師不足解消への貢献・地域医療安定化

・定住人口増加への貢献（県外からの流入に加え、県外への流出の抑制）

・人口増加に伴う地域産業活性化

－研究機能の強化による臨床機能の向上や医療産業の集積等

．地域の教育水準の向上

②本件に特有の効果

．我が国で約40年ぶりの医学部設置は大事業であり福島県全体のイメージアップに貢献

．福島県における急性期医療に豊富な実績と運営規模を有する病院グループが主体的に

参画することにより、医療人材供給の安定性を確保

－教育・研究の機能強化により、がん治療・放射線医療の高度化 ・国際化がさらに加速

・交流入口の増加（メディカノレツーリズム、福島空港のさらなる活性化等）

・医療関連産業の集積促進（福島県医療機器開発・安全性評価センタ）等との協力推進

を図り、福島県におけるメディコンヒノレズのさらなる活性化に貢献）

(3）実現に向けた対策

－医学部（医科大学）運営における教員等の確保

－原発事故によるマイナスイメ｝ジや関連する風評被害の払拭（教職員／学生／患者）

・福島県立医科大学との連携強化（学生／患者）

－人口減少傾向を見据えた大学運営の検討

－医師（卒業生等）の東北地方定着に向けた施策検討

以上
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（仮称）学校法人国際復興記念大学寄附行為（案）

第 l章総則

（名称）

第 1条 この法人は、（仮称）学校法入国際復興記念大学と称する。

（事務所）

第2条 この法人は事務所を福島県郡山市八山間六丁目 il 2番地に置く。

第2掌 凶的及び事業

（目的）

第3条 この法人は、教育基本法及び学校教育法に従い、学校教育を行い、医科大学

その他の教育研究施設を設置経営することを回的とする。

（設直する学校）

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる学校を設置する。

(l) 国際復興記念大学医学部医学科

（収椛事業）

第5条 この法人は、その収益を学校の経営に充てるため、次に掲げる収益事業を行う。

(1) 教育に関係する事業

第3掌役員及び理事会

（役員）

第6条 この法人に、次の役員を置く。

(I) 理事 6人

(2）監事 2人

2 理事のうち l名を理事長とし、理事総数の過半数の議決により選任する。理事長

の職を解任するときも、同様とする。

3 珂事（理事長を除く。）のうち 1人以内を常務組事とし、理事総数の過半数の議決

により選任する。常務理事の臓を解任するときも、同様とする。

（聞事の選任）

第 7条 理事は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 間際復興記念大学の学長

(2）凶｜際復興記念大学医学部長

(3）図｜娯復興記念大学附属病院院長
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(4）評議員のうちから評議員会において選任した者 2人

(5）学職経験者のうち理事会において選任した者 1人

2 前項第l号、第2号、第3号泣び第4坊の瑚事は、学長、学部長、病院長又は評

議員の職を退いたときは、理事の職を失うものとする。

（民事の選任）

第8条監事は、この法人の理事、職員（学長、教員その他の職員を含む。以ド同じ。）

文は評議員以外の者で‘あって理事会において選出した候補者のうちから、評議員会

の同意を得て、理事長が選任する。

（役員の任期）

第9条 役員（第7条第1項第l号に掲げる理事を除く。以下この条において同じ。）

の任期は、 3年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 役員は、再任されることができる。

3 役員は、任期満 fの後でも、後任の役員が選任されるまでは、なお、その峨務を

行う。

（役員の補充）

第10条 理事又は民事のうち、その定数の5分の 1をこえるものが欠けたときは、 1

月以内に補充しなければならない。

（役員の解任及び退任）

第ll条 役員が次の科号のーに該当するに至ったときは、理事総数の4分の3以上出

席した理事会において、理事総数の4分の3以上の議決及び評議員会の議決により、

これを解任することができる。

(1）法令の規定文はこの寄附行為に著しく違反したとき。

(2）心身の故障のため職務の執行に駐えないとき。

(3）職務上の義務に著しく違反したとき。

(4）役員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 役員は次の事由によって退任する。

(1) 任期の満了。

(2）辞任。

(3）学校教育法第9条各号に掲げる事由に該当するに至ったとき。

（理事長の職務）

第12条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総珂ェする。

（常務理事の職務）

第13条常務理事は、組事長を補佐し、法人のH常業務を分掌する。

2 
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（理事の代表様の制限）

第14条 理事長以外の理事は、この法人の業務について、この法人を代表しない。

（理事長職務の代担等）

第15条 理事長に事故があるとき、えは理事長が欠けたときは、あらかじめ理事会に

おいて定めた順位に従い、理事がその職務を代理し、文はその職務を行う。

（能事の職務）

第16条 能事は、次の各号に｝,gげる職務を行う。

（］）この法人の業務を監査すること。

(2）この法人の財産の状況を監査すること。

(3）この法人の業務又は財産の状況について、毎会計年度、 監査報告書を作成し、

当該会計年度終 f後2月以内に用事会及び評議員会に提出すること。

(4）第1号文は第2号の規定による監査の結果、この法人の業務メは財産に関し不

正の行為文は法令去しくは寄附行為に進反する重大な事実があることを発見した

ときは、 これを文部科学大臣に報告し、文は珂事会及び評議員会に報告すること。

(5）前号の報告をするために必要があるときは、理事長に対して評議員会の招集を

請求すること。

(6）この法人の業務Xは財産の状況について、理事会にII＼席して意見を述べること。

（理事会）

第17条 この法人に理事をもって組織する理事会を置く。

2 理事会は、学校法人の業務を決し、理事の職務の執行を監督する。

3 理事会は、理事長が招集する。

4 用事長は理事総数の3分の2以上の理事から会議に付議すべき事項を示して理事

会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から 7日以内に、これを招集

しなければならない。

5 理事会を招集するには、各理事に対して、会議開催の場所及び日時撤ぴに会議に

付議すべき事項を書面により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の7目前までに発しなければならない。ただし、緊急を要す

る場合はこの限りではない。

7 理事会に議長を置き、理事長をもって光てる。

8 理事長が第4項の規定による招集をしない場合には、招集を請求した理事全員が

連名で理事会を相集することができる。この場合における蹄．事会の議長は、 /JJ席理

事の互選によって定める。

9 理事会は、この寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、理事総数の過半数

の理事が出席しなければ、会議を聞き、議決をすることができない。ただし、第12

項の規定による除斥のため過~·数に達しないときは、この限りではない。

10 前項の場合において、理事会に付議される事項につき書面をもって、あらかじめ

意思を表示した者は、出席者とみなす。
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11 理事会の議事は、法令及びこの寄附行為に別段の定めがある場合を除くほか、 /Ji

席した理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

12 珂．事会の決議について、直接の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わ

ることができない。

（業務の決定の委任）

第18条 法令及びこの奇附行為の規定により評議員会に付議しなければならない事項

その他この法人の業務に関する竜安事項以外の決定であって、あらかじめ理事会に

おいて定めたものについては、理事会において指名した組事に委任することができ

る。

（議事録）

第19条 議長は、理事会の開催の場所及び日時並びに議決事項及びその他の事項！とつ

いて、議事録を作成しなければならない。

2 議事録には、出席した理事全員が磐名押印し、常にこれを事務所に備えて置かな

ければならない。

第4掌評議員会及び評議員

（評議員会）

第20条 この法人に、評議員会を置く。

2 8平議員会は、 13人の評議員をもって組織する。

3 評議員会は、理事長が招集する。

4 .fJI!事長は、評議員総数の3分のl以仁の評議員から会議に付議すべき事項を示し

て評議員会の招集を請求された場合には、その請求のあった日から20日以内に、こ

れを招集しなければならない。

5 評議員会を招集するには、各評議員に対して、会議開催の場所及び日時検びに会

議に付議すべき事項を、書面により通知しなければならない。

6 前項の通知は、会議の7日前までに発しなければならない。ただし、緊急を要す

る場合は、この限りでない。

7 評議員会に議長を置き、議長は、評議員のうちから評議員会において選任する。

8 評議員会は、評議員総数の過半数の出席がなければ、その会議を開き、議決をす

ることができない。

9 前項の場合において、評議員会に付議される事項につき書両をもって、あらかじ

め意思を表示した者は、 出席者とみなす。

10 評議員会の議事は、出席した評議員の過半数で決し、 llJ否問数のときは、議長の

決するところによる。

11 議長は、評議員として議決に加わることができない。

4 
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（議事録）

第21条 第19条の規定は、評議員会の議事録について準用する。との場合において、

同条第2項中 「出席した理事全員Jとあるのは、「議長及び出席した評議員のうちか

ら互選された評議員2人以上」と読み替えるものとする。

（諮問事項）

第22条 次の各号に掲げる事項については、理事長において、あらかじめ評議員会の

意見を聞かなければならない。

(I)予算、借入金（当談会計年度内の収入をもって償還する一時の借入金を除く。）

及び、基本財産の処分並び、に運用財崖ljlの不動産及び積立金の処分

(2）事業計画

(3）予算外の新たな義務の負担又は権利の般棄

(4）寄附行為の変更

(5）合併

(6）目的たる事業の成功の不能による解散

(7）収益事業に関する重要事項

(8）寄附金品の募集に関する事項

(9）その他この法人の業務に関する重要事項で理事会において必要と認、めるもの

（評議員会の意見具申等）

第23条 評議員会は、この法人の業務若しくは財産の状況文は役員の業務執行の状況

について、役員に対して志－見を述べ、若しくはその諮問に答え、文は役員から報告

を徴することができる。

（評議員の選任）

第24条評議員は、次の各号に掲げる者とする。

(I）この法人の職員で理事会において推せんされた者のうちから、評議員会において

選任した者 5人

(2）この法人の設歯する学校を卒業した者で年齢25年以上のもののうちから、理事会

において選任した者 5人

(3）学識経験者のうちから、理事会において選任した者 3人

2 前項第1時に規定する評議員は、 この法人の職員の地位を退いたときは評議員の

臓を失うものとする。

（任期）

第25条 評議員の任期は、 3年とする。ただし、補欠の評議員の任期は、前任者の残

任期間とする。

2 評議員は、再任されることができる。
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（評議員の解任及び退任）

第26条 評議員が次の各号のーに該当するに至ったときは、評議員総数の3分の2以

上の議決により、これを解任することができる。

(1）心身の故障のため職務の執行に堪えないとき。

(2）評議員たるにふさわしくない重大な非行があったとき。

2 評議員は次の事由によって退任する。

(I）任期の満ム

(2）辞任。

（顧問）

第26条の2 この法人に顧問を置くことができる。

2 顧問は、理事会の識を経て理事長が委嘱する。

3 顧問の任期はl期 l年とし、再任されることができる。

4 顧問は、理事長の諸問に答え又はこの法人の財政及び事業について、理事会及び

評議員会にII＼席して立見を述べることができる。ただし、その評決に加わることは

できない。

第S章資産比び会計

（資産）

第27条 この法人の資産は、財産目録記載のとおりとする。

（資産の区分）

第28条 この法人の資産は、これを分けて基本財産、運用財産 〔及び収益事業用財産〕

とする。

2 基本財産は、この法人の設置する学校に必要な施設及び設備文はこれらに要する

資金とし、財産口録中基本財産の部に記載する財産及び、将来基本財j曜に編入された

財産とする。

3 運用財産は、この法人の設置する学校の経営に必要な財崖とし、財産目録中運周

財産の部に記載する財産及び将来運用財産に編入された財産とする。

4 収益事業用財崖は、この法人の収益を回的とする事業に必要な財彪とし、財産目

録中収益事業用財産の帝I~に記載する財産及び将来収益事業用財産に編．入された財産

とする。

5 寄附金品については、寄附者の指定がある場合には、その指定に従って基本財庫、

運用財産〔文は収益事業用財産〕に編入する。

（基本財産の処分の制限）

第29条 某本財産は、これを処分しではならない。ただし、この法人の事業の遂行上やむ

を得ない理由があるときは、理事会において理事総数の3分の2以上の議決を符て、そ

の一部に限り処分することができる。
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（積立金の保管）

第30条 某本財産及び運用財産中の積立金は、確実な有価証券を購入し、Xは確実な

信託銀行に信託し、文は確実な銀行に定期預金とし、若しくは定額郵便貯金として

理事長が保管する。

（経費の支弁）

第31条 この法人の設置する学校の経営に要する費用は、基本財産並びに運用財産中

の不動産及び積立金から生ずる果実、綬業料収入、入学金収入、検定料収入その他

の運用財産をもって支弁する。

（会計）

第32条 この法人の会計は、学校法人会計基準により行う。

2 この法人の会計は、学校の経常に関する会計（以下「学校会計」という。）及び収

益事業に関する会計（以下「収議事業会計」という。）に区分するものとする。

（予算及び事業計画）

第33条 この法人の予算及び、事業計画は、侍会計年度開始前に、組事長が編成し、理

事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得なければならない。これに重

要な変更を加えようとするときも、同様とする。

（予算外の新たな義務の負担又は権利の放棄）

第34条 予算をもって定めるものを除くほか、新たに義務の負担をし、又は権利の放

棄をしようとするときは、理事会において出席した理事の3分の2以上の議決がな

ければならない。借入金（当該会計年度内の収入をもって償還する A 時の借入金を

除く。）についても、同様とする。

（決算及び実績の報告）

第35条 この法人の決算は、毎会計年度終了後2刀以内に作成し、監事の恵・見を求め

るものとする。

2 理事長は、毎会計年度終了後2月以内に、決算及び事業の実績を評議員会に報告

し、その意見を求めなければならない。

3 収益事業会計の決算上生じた利益金は、その一部又は全部を学校会計に繰り入れ

なければならない。

（財産目録等の備付け及び閲覧）

第36条 この法人は、毎会計年度終了後2月以内に財岸目録、貸借対照表、収支計算

書及び事業報告書を作成しなければならない。

2 この法人は、前項の書類及び第16条第3号の監査報告書を各事務所に備えて置き、

この法人の設置する私立学校に在学する者その他の利害関係人から請求があった場

合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

7 
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（資産総額の変更登記）

第37条 この法人の資産総額の変更は、侍会計年度末の現存により、会計年度終了後

2月以内に霊祭認しなければならない。

（会計年度）

第38条 この法人の会計年度は、 4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものと

する。

第6寧： 解散及び合併

（解散）

第39条 この法人は、次の各号に掲げる事件lによって解散する。

(1）理事会における昭事総数の3分の2以上の議決及び評議員会の議決

(2）この法人の目的たる事業の成功の不能となった場合で、理事会における出席し

た理事の3分の2以上の議決

(3）合併

(4）破産

(5）文部科学大臣の解散命令

2 前項第1号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認可を、同項第2

号に掲げる事由による解散にあっては文部科学大臣の認定を受けなければならない。

（残余財産の帰属者）

第40条 との法人が解散した場合（合併文は破産主によって解散した場合を除く。）にお

ける残余財産は、解散のときにおける聞事会において出席した珂事の3分の2以上

の議決により選定した学校法人又は教育の事業を行う公益法人（文は国・地点公共

団体）に帰属する。

（合併）

第41条 この法人が合併しようとするときは、理事会において理事総数の3分の2以

kの議決を得て文部科学大匝の認可を受けなければならない。

第7章寄附行為の公吏

（寄附行為の変史）

第42条 この寄附行為を変史ーしようとするときは、理事会において出席した理事の3

分の2以上の議決を得て、文部科学大臣の認、可を受けなければならない。

2 私立学校法施行規則に定める届出事項については、前項の規定にかかわらず、理

事会において出席した理事の3分の2以上の議決を得て、文部科学大何に屑け出な

ければならない。
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第8章補則

（書類及び帳簿の備付）

第43条 この法人は、第36条第2項の書類のほか、次の各号に掲げる書類及び帳簿を、

1tに各事務所に備えて置かなければならない。

(1) 寄附行為

(2）役員及び秤議員の名簿及び履歴書

(3）収入及び支出に関する帳簿及び証ひょう書類

(4）その他必要な書類及び帳簿

（公告のβ法）

第44条 この法人の公告は、学校法人間際復興記念大学の掲示場に掲示して行う。

（施行細則）

第45条 この寄附行為の施行についての細則その他この法人及びこの法人の設置する

学校の管理及び運営に関し必要な事項は、理事会が定める。

附則

1 この寄附行為は、文部科学大臣の認可の口（0年O月O日）から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。

理事（理事長） 0000 
理事 0000 
理事 0000 
理事 0000 
師事 0000 
組事 0000 
航事 0000 
監事 0000 

3 0年O月01:1まで（設置する学校の卒業生が年齢25年に達するまで）の聞は、第

24条第 i項第2号111「学校を卒業した者j とあるのは「学校にイ1：籍する者の保護者J

と読み替えるものとする。

［附則 ] 1 この奇附行為（の（一部）変更）は、文部科学大臣の認ロjの口（0年O月O日） ｜ 

から施行する。 ｜ 

9 
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「国際復興記念大学設立準備室J

日韓 氏 名 役職等

代表
渡溢 ・夫

自立財問法人脳神経疾患研究所理事長
（わたなべかずお）

一般財団法人脳神経疾患研究所最高顧問

古本高芯 元東北大学総長

（よしもとたかし） 前 独立行政法人大学入試センター 盟事長

第20期 21期 円木学術会議会員

吉村泰山 新百合ヶ丘総合病院名誉院長

（よしむらやすのり） 慶慮義塾大学名誉教授

本郷道夫 公司黒川病院管理者

（ほんごう みちお） 東北大学名誉教綬

瀬戸暁－
出東北グループ総長主席補杵監

一般財団法人脳神経疾患研究所 国際医療推進部長
（せとかんいち）

第 20期 日本学術会議会員 現在連携会員

小野寺鹿七
－般財同法人脳神経疾患研究所常務蹄．事

（おのでら けいしち）

高嬬清夫 一般財団法人脳神経疾患研究所大学設置準備室主幹

（たかはしせいお） 前浜松医科大学副学長 ・事務局長

（順不同、敬称略）
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よしむらやすのり

氏名 吉村泰典

本籍

現住所

電話

学歴

附和44年 4月

昭和 50年 3月

学位

昭和 56年 10月

職歴

昭和 50年 5月

昭和 51年 6H

昭和 52年 7月

昭和 53年5月

昭和 54年 7月

昭和 56年 7月

履歴書

慶勝義塾大学医学部入学

慶磨、義塾大学医学部本業

医学博士（慶勝義範大学）

慶慮義塾大学医学部訓練医（産婦人科）

国立埼玉病院（産婦人科）出向（昭和 52年 6月まで）

横浜警友総合病院（産婦人科）出向（昭和 53年 g月まで）

慶慮義塾大学医学部助手（専修医）（産婦人科学）

慶臆義塾大学助手（｜英学部産婦人科学）

浜松赤十字病院産婦人科副部長
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昭和 58年8月

昭和 59年9月

昭和 61年9月

平成 2年6月

平成 7年 11月

平成 15年より平成れまで

学会活動及び役員等

昭和 61年より

平成 2年より

平成 2年より

平成 3年より

平成 3年より

平成 4年より

平成 7年より半成 13年まで

平成 7年より平成 10年まで

平成 8年より平成24年まで

平成 9年より平成 19年まで

平成 10年より平成 16年まで

平成 10年より平成24年まで

平成 10年より

平成 10年より

平成 12年より

平成 13年より

平成 14 年より半｝l~ 22年まで

平成 16年より半成 18年まで

平成！？年より

平成 17年より

平成 17年より平成 23年まで

平成 17年より半成 23年まで

平成 18年より平成22年まで

平成 18年より平成23年まで

平成 19年より

米国ペンシルパニア病院に留学

(Connely Foundation Fe! low) 

米国ジョンズ・ホフキンス大学に留学

(Reproductive Endocrinology, Instructor) 

藤田学園保健衛生大学専任講師（！英学部産婦人科学）

杏林大学助教授（医学部産婦人科学）

慶磨、義塾大学教授（医学部産婦人科学）

慶慮義塾大学病院副病院長

active member. American Society for Reproductive }fedicine 

日本産婦人科 ・新生児血液学会評議員

member, Society for the Study of Reproduction 

日本受精着床学会評議員

member, Endocrine Society 

日木生殖医学会評議員

日本産科婦人科学会評議員

日本内分泌学会評議員

日本受精着床学会理事

口木産婦人科内視鏡学会理事

産婦人科マイクロサージエリー学会均1.事

日本内分泌学会代議員

日本生殖内分泌学会賄事

日本晴乳動物卵子学会開事

member, Society for Gynecologic Investigation 

日本産科婦人科学会代議員

日本生殖医学会常任理事

H本生殖外科学会理事

日本女性心身医学会型事

日木ヒト細胞学会理事

日本産科婦人科学会常務理事

日本産科婦人科内視鏡学会常務理事

生殖医学会副聞事長

生殖補助医療研究叩門委員

東京母性衛生学会理事
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平成 19年より平成21年まで

卓成 19年より平成23年まで

平成21年より

平成21年より

平成21年より

平成 22年より

平成 23年より

平成 23年より平成25年まで

平成24年より

平成24年より

平成25年より

半成26年より

学外活動及び委員等

平成 6年より

平成 8年より平成 19年まで

平成 10年より半成 16年まで

平成 10年より半成 19年まで

平成 10年より平成 12年まで

平成 12年より平成 18年まで

平成 13年より半成 15年まで

平成 13年より

平成 15年より

平成 15年より

平成 16年より平成20年まで

平成 16年より平成20年まで

平成 16年より平成 21年まで

平成！？年より

平成！？年より平成23年まで

半成 18年より平成 19年まで

平成 18年より平成22年まで

平成 18年より

半成 18年より

日木内分泌学会広報部会委員

日本産科婦人科学会理事長

日本女性医学学会理事

LI本ソフロロジー法研究会即．事

日本エンドメトリオーシス学会理事

日本生殖医学会理事長

日本産科婦人科内視鏡学会理事長

日本産科婦人科学会理事

日本受精着床学会常務用事

日本内分泌学会評議員

日本産科婦人科学会監事

日本生殖内分泌学会名誉会員

fHormone Frontier in Gyneco logyJ編集委員

「産婦人科の世界」編集委員

医師同家試験委員

中央薬事審議会委只

厚生科学審議会専門委員

「産科と婦人科」編集委員

厚生科学審議会委只

法制審議会委員

日本学術会議泌尿 ・生殖医学研究述絡委員会委員

薬事 ・食品衛生審議会専門委員

日中医学協会中国医学研究者委員会委員

生命倫理安全部会委員

文部科学省科学技術・学術審議会専門委員

日本学術会議連携委員

厚生科学審議会専門委員

日本学術会議牛．殖補助｜長療の在りβ検討委員会委員

成育医療研究委託費巡営委員会委員及び

成育医療研究委員安託費運常委員会事前評仙部会委員

独立行政法人医薬品侠療機器総合機構専門委員

内閣府総合科学技術会議専門委員

-44 



平成 19年より

平成20年より 22年まで

平成20年より平成24年まで

平成21年より

平成21年より

平成22年より平成23年まで

平成23年より

平成24年より

平成25年より

平成25年

賞罰

平成20年

平成24年

平成24年

日本学術振興会科学研究費委員会専門委員

独立行政法人同立成育限療センター研究所評価委員会委員

日本専門医制評和Ii.認定機構理事

独立行政法人国立成育医療研究センター顧問会議委員

国立高度専門医療研究センタ一理事長選考委員会委員

日本学術振興会特別研究員等審査会専門委員及び

国際事業委員会書面審有委員

医事関係訴訟委員会委員

独立行政法人大学評価 ・学位授与機構学位審査会専門委員

内閣官房参与

日本医学会臨床部会運営委員会専門l英制に関する委員会委員

松本賞

日本産科婦人科学会栄誉賞

福海賞
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平成26年 5丹21日現有

履歴書

須田年牛 （すだとしお）

勤務先

学歴

1974 横浜市立大学医学部卒業

職 歴

1974-

1976-

1977-

1978-

1982-

1984-

1991・

1992.8-2002.3 

2000.4-2001.10 

2000.4-2002.3 

2002.4-

2005.10-2009.9 

2008.7. l・

2009.10-2012.9 
2012.3.5-
2014.5, 

2013.7.1-

賞罰

1990.11 

2004.11 

2012.10 

2013.2 

2013.10 

免許 ・学位

神奈川県立乙ども医療センター・内科・ジュニアレジデント

白治医科大学・小児科・シニアレジデント

神奈川県立こども医療センター ・シニアレジデント

自治限科大学血液医学研究施設造血発生部門・助手

サウスカロライナ医科大学内科留学 ・リサーチアソシエイト

（小JIi真紀雄教授）

自治保科大学血液医学研究部施設造血発生部門・講師

自治医科大学血液学・助教授

熊本大学医学部遺伝発生医学研究施設・分化制御部門・教授

熊木大学発生医学研究センター ・センター長

l可・器官形成部門造rf1L発生分野・教授

慶感義塾大学医学部・発生分化生物学講j礎・教授

慶勝義塾大学医学部総合医科学研究センター長

慶謄義塾大学先導研究センターキャリア・ディベロップメント・

センター（医学 ・生命科学）センタ一長

慶臆義塾大学医学部・研究委員会委員長
Visiting Professor, 
Professor 
National University of Singapore Q汎JS),Cancer Science fostitute (CSI) 

熊本大学客員教授

ベルツ賞受賞

ベルツ賞受賞

日本血液学会賞

韓国カソリック大学 Award 

第四日本血液学会賞

1974 医師免許証取得（医籍登録第223900号）

1985 医学博上取得（自治医科大学）
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加入学会 （役職）

Editorial Boards 

主な公的活動

円木血液学会（面lj押ュ事長 ・評議員）
International Society of Experimental Hematology (lSEH), 
2010 President 
American Society of Hematology (ASH) 

2003-
2004-
2005-
2006-2012 
2007-
2010-

“Stem Cells" 
‘＇Blood” 

‘"The Journal of Experim阻 talMedicine" 
Editor-in・Chief,'・International Journal of Hematolo島r”
“Cell Stern Cell" 

“Genes to Cells” 

内閣府：日本学術会議第二部（生命科学系）幹事

文部科学省：

O科学校術・学術審議会生命倫珂 ・安全部会特定匪及びヒト ES細胞等研究

専門委員会主査
O科学研究費補助金における評価に関する委員会評価者

厚坐労働省

0厚坐科学審議会ヒト幹細胞を用いる臨床研究に関する指針の見直しに

関する専門委員会委員

H本学術振興会；

O世界トップレベル研究拠点 (WPI) プログラム委員会作業部会委員
。科学研究費委員会専門委員

科学技術振興機構
0戦略的剣道研究事業 CRESTタイプ riPs細胞作製 ・制御等の医療基盤技術」

研究総括
o riPs細胞等の細胞リプログラミングによる幹細胞研究戦略事業プログラ

ムj における JST・CIRM共同 アドバイザー
0国際科学技術共同研究推進事業（戦略的国際共同研究プログラム）

日本一カナダ共同研究（SICORP)(PO)JS下CllfR Joint Research Program '・Epigenetics 
of Stem Cells" 

理化学研究所：神戸研究所発生 ・再生科学総合研究センターアドバイザリー ・
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Prof. Yujiro HANOA 

Dr.med.dent.,Dr.med.sc.(Jpn) 

International Health and Communication Studies, 

Hospital Management Advisor to Southern TOHOKU Hospital Group 

Japan 

Dear Dr Handa 

24.5.14 

Thank you for visiting me in Geneva, Switzerland on 15rh May 2014 and extending an 

invitation to be the vice-president of the Kokusa”Fukkou・Klnen-daigaku(International 

Renaissance University) bγSouthern TOHOKU Hospital Group, Japan. I very much 

appreciated your detailed explanation of this important project. 

I understand that, If it is accredited bγthe Ministry, the Kokusa-Fukkou-Klnen-daigaku 

{International Renaissance University) will be official!γopened in April 2016 and the actual 

appointment will be done in 2016. 

As discussed, if the project is accepted by the Ministry of Education, Japan and the new 

university is established, I will be pleased to accept the appointment of vice-president, the 

Kokusa-Fukkou・Klnen-daigaku(International Renaissance University), after negotiating the 

necessa町 detailswith the universitγadministration. 

Yours sincerelγ 

三、fし弘いん、
- ＇崎

戸 一---・・・- ， 

Professor Shanthi Mendis 

MBBS, MD, FRCP. FACC 

Senior Adviser, Noncommunicable Diseases 

Office of the Assistant Director General 

20, Avenue Appia 

World Health Organization 

Geneva, Switzerland 

Tel. +41 22 791 3441 

E mail: mendiss@who.int 
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Dr Shanti Mendis 

Role: workshop speaker 

Dr Sh加 tbiMendis MBBS MD FRCP F ACC 

DrMendis hぉ more由an15 ye紅sexperience in global health and coordinates Chronic Disease 
Prevention and Management at the World Health Organization, Geneva, Switzerland and h出

been the Senior Adviser Cardiovascular Diseぉes.She wぉ Professorof Medicine, at出eFaculty 
of Medicine and Consultant Physician at the Teaching Hospital, Peradeniya, Sri Lanka at出etime 
of being recruited to WHOぉ aconsultant in 1998. She graduated in Medicine from the 
University of Sri Lanka with first Class Honours and practiced medicine in England and Scotland 
for 6 years and obtained her postgraduate qualifications合omthe UK and post doctoral training in 
research and cardiology in USA. She has wide e>..-perience in implementation research, clinical 

medicine, undergraduate and post graduate training and global public health. 

c2011・2014University of Oxford for N uffield Department of Population Health 

University of Oxford, Old Road Campus, Headington, Oxford OX3 7LF 
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